
〔いさたけ税理士事務所〕

2021年4月現在

記帳代行 決算申告
毎月1回 3ヶ月に1回 半年に1回 年1回 (月額) (年額)

【料金表】

≪個人事業主の方へ≫
　基本的に税理士報酬は、「顧問料」＋「記帳代行」＋「決算申告」で算出されます。

〔計算例１〕
　年間売上800万円、訪問は3ヶ月に1回希望、記帳代行は依頼しない場合の年間税理士報酬例

1億円以上

訪問頻度別の顧問料(月額)

　なお、一部又は全部をその年の費用として計上することが可能です。

500万円未満 10,000円 7,000円 5,000円 3,000円 5,000円 50,000円

〔計算例２〕

年間売上

             〈顧問料〉                 〈決算申告〉
            1.5万円/月 × 12ヶ月 ＋ 10万円 ＝ 28万円

100,000円
500万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上
3,000万円未満

3,000万円以上
5,000万円未満

5,000万円以上
1億円未満

15,000円 10,000円 10,000円 － 10,000円

－ 20,000円 200,000円

20,000円 15,000円 15,000円 － 15,000円 150,000円

25,000円 20,000円 －

500,000円

30,000円 25,000円 － － 30,000円 300,000円

35,000円 － － － 50,000円

　年間売上1,500万円、訪問は毎月1回希望、記帳代行を依頼する場合の年間税理士報酬例

             〈顧問料〉       〈記帳代行〉                   〈決算申告〉
           （ 2.0万円/月 ＋ 1.5万円/月 ） × 12ヶ月 ＋ 15万円 ＝ 57万円


